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　海田町の国民健康保険または後期高齢者医療保険に加
入していて、勤め先から給与などの支払いを受けている人
が、新型コロナウイルスに感染した場合または感染が疑わ
れた場合に、その療養のために仕事を休んだ期間、傷病手
当金が支給されます。
　療養のために仕事を休んだ期間について、5月7日（日）ま
で延長し、同日で終了します。

傷病手当金の適用期間が終了しますお知らせ

　 国民健康保険について　住民課（役場1階）
　 ☎823-9206　FAX.823-9627
　 後期高齢者医療保険について　長寿保険課（役場1階）
　 ☎823-9609　FAX.823-9627

問

　 長寿保険課（役場1階）
☎823ｰ9609　FAX.823ｰ9627
問

　認知症の人やその家族がゆったりと過ごしたり、必要な
情報を集めたりすることを目的とした認知症カフェが町内２
カ所で行われます。事前の予約などが必要な場合がありま
す。必ず主催者に確認してください。

①海田町オレンジライン
　●日時　5月20日（土） １３時３０分～１５時３０分
　●場所　華プラザ（成本8-7）
　●定員　１２人（先着順） 
　●問い合わせ　原本 明美さん（☎０９０-８２４２-０６３９）
　※今回は、華プラザとコラボ企画のため、１２人（先着順） です。
②認知症カフェ花みずき
　●日時　5月31日（水） １３時３０分～１４時３０分
　●場所　特別養護老人ホーム花みずき（大立町６-４）
　●問い合わせ　☎８２１-０２０１

認知症カフェ福　祉
介　護保健行事健　康

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　保健センターでは、妊産婦や乳幼児対象の母子保健・
成人の健康づくり・精神保健福祉に関する事業を行ってい
ます。子育て関係の事業の案内は14、15ページを確認して
ください。
●場所　保健センター

家族の抱える悩み、思いについて話し合う
会です。
参加を希望する人は、保健センターまで連
絡してください。

対　　象:家族など
申し込み：保健センターへ（電話可）

●さくらの会（精神障害者家族の会）

日時

内容

6月19日（月） 13時30分～15時

栄養士が食生活についてのアドバイスを
行っています。（電話可）

●ひまわり栄養相談（個別栄養相談）

日時

内容

月～金曜日（祝日を除く） 9時～16時 

精神科医師が心の不安、思春期の悩みなど
の相談に応じます。

対　　象:本人または家族など
申し込み：6月7日（水）までに
　　　　 保健センターへ（電話可）
相　　談：瀬野川病院 医師　井上 真一さん
場　　所：福祉センター

●こころの相談室（精神保健福祉相談）

日時

内容

6月12日（月） 13時30分～15時30分

健　康 健康相談

　 福祉センター
☎８２３-７５００　FAX.823-1411
問

●日時　5月9日（火） １３時３０分～1４時３０分
●場所　福祉センター
●内容　保健師による個別健康相談、
　　　　血圧測定、検尿
●対象　40歳以上
●費用　無料（申し込み不要）

　4月から令和6年3月までの国民年金保険料は月額
16,520円です。後悔することのないよう、保険料は納付期
限までにきちんと納めましょう。納付期限は翌月末です。
保険料の納め忘れが続くと…
　・老後に年金を受け取れない場合があります。
　・障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があ
ります。
　なお、日本年金機構では、国民年金保険料が納付期限ま
でに納付されない場合、納付勧奨を行います。また、国民年
金保険料が未納となっている人に対し行う、電話や文書、戸
別訪問による納付の案内を民間事業者に委託しています。
※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負
う配偶者および世帯主です。
●保険料の納付方法　
　・納付書（金融機関・郵便局・コンビニで利用可）
　・口座振替
　・クレジットカード納付
　・スマートフォンアプリでの納付
●国民年金保険料の納付が困難な場合
　・保険料納付が免除される制度や猶予される制度があり
ます。
　・失業した人は、失業した本人の前年所得が審査から除
外される特例があります。
　納付が困難だからといってそのままにせず、必ず手続き
をしてください。

国民年金保険料は納付期限までに
きちんと納めましょうお知らせ

　 広島南年金事務所　☎253-7710
　 住民課（役場1階）　☎823-9206　FAX.823-9627
問

インフォメーション

　広島県では、「児童福祉週間（5月5日～11日）」に合わせ
て、5月を児童福祉月間とし、児童福祉の理念の普及・啓発
を行っています。
　子どもたちが健やかに育つこと。これは社会の宝である
子どもたちに対する国民全体の願いです。すべての子ども
が家庭や地域において、愛情に包まれながら、夢と希望を
もって未来の担い手として、たくましく育っていけるような
環境・社会をつくっていきましょう。

5月は「児童福祉月間」ですお知らせ

　 こども課（役場1階）
☎823-9227　FAX.823-9627
問

小さなて みんなではぐくみ 育ててく
（令和5年度「児童福祉週間」標語）

　Ｇ７広島サミットの期間を含む5月18日（木）から5月22日
（月）までの間、交通規制が実施されます。
　この影響により、渋滞が予測されることから、役場を含む
公共施設への車での来庁は、なるべくご遠慮ください。
　また、ごみの収集時間についても、渋滞の影響により遅
延が生じることが想定されます。
　その他、学校や公共施設の休校・閉館などを行う場合は、
保護者向けのメールやホームページなどでお知らせします。
　なお、循環バスについては、通常どおり運行予定ですが、
大幅な遅延が見込まれます。ご理解
とご協力をお願いします。
　循環バスの運行状況については
下記へ問い合わせてください。 
芸陽バス広島営業所 
☎892-1213（9時～18時）

G7広島サミットお知らせ

　 総務課（役場2階） ☎823-9202　FAX.823-9203
　 町民生活課（役場2階） ☎823-9219　FAX.823-7927
　 環境センター ☎823-4601（FAX兼用）

問

交通規制に関する情報

健　康 人間ドックの申し込み
期限が迫っています

　 住民課（役場1階）　☎823-9206　FAX.823-9627
長寿保険課（役場1階）　☎823-9609 FAX.823-9627
問

　医療機関で人間ドックを受診されたとき、1人につき年度
で１回2万円を限度に健診費用を助成します。
●受診できる期間　6月1日（木）～令和6年3月31日（日）
●受診できる医療機関
　・東部健診センター　　・吉島病院
　・済生会広島病院　　　・広島県地域保健医療推進機構
　・広島赤十字・原爆病院　・福島生協病院
　・中電病院　　　　　　・マツダ病院
　・広島県環境保健協会健康クリニック
●申し込み期限　5月12日（金）まで（厳守）
　※高齢者いきいき活動ポイントを付与していない医療機
関があります。
●対象　40歳以上の海田町国民健康保険加入者、後期高
齢者医療保険加入者

●持ち物　保険証
●申し込み
　海田町国民健康保険加入者／住民課へ
　後期高齢者医療保険加入者／長寿保険課へ

6月から歯周疾患検診が
始まります！健　康

　 保健センター
☎823-4418　FAX.823-0020
問

　口の中の細菌（歯周病菌）が糖尿病を始めとする生活習
慣病などと深く関わっていることが分かっています。歯科
検診を受けて口腔の状態をチェックすることで異常の早期
発見・早期治療につながります。
●対象者　今年度、30歳・35歳・40歳・50歳・60歳・70歳
になる人
●実施期間　6月1日（木）～令和6年3月31日（日）
●自己負担額　30歳・35歳・40歳・50歳・60歳になる人は
500円。70歳になる人は無料。
●受診方法　受診券（5月下旬に対象者に送付）と健康保
険証を持って協力歯科医院を受診してください。
●町内協力歯科医院　受診券に記載しています。


